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長野地本 2025秋の取り組み

東日本ユニオン 2025年度年末手当要求

「全社員一律 基準内賃金の3.7ヶ月分」
「2025年12月12日（金）までに支払うこと」

物価の上昇による実質賃金の低下など、私たちの生活実態は厳し
い状況が続いています。この間、東日本ユニオンは組合員の生活の
安定に向けて年間6.5ヶ月の手当が必須であることを訴え、各職場
から組織の枠を超えた取り組みをつくりだしてきました。
「2025年度年末手当の取り組み」におい

ても、「3.7ヶ月」の要求を実現するために、
私たちにできることを一人ひとりが考えて
取り組みをつくりだしていきましょう！
※2025年度夏季手当回答は基準内賃金の2.8ヶ月

２025年度年末手当
要求満額を勝ちとろう！

全組合員で取り組もう！
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